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一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会   〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-6-3　全宅連会館 
TEL:03-3865-7031　FAX :03-5821-7330   HP:http://www.chinkan.jp/   e-mail:zentakukanri@bz01.plala.or.jp  

        

１）裏面の入会申込書に必要事項を記入いただき､協会宛に郵送またはファックス（FAX：03-5821-7330）にてご送付ください。
２）入会申込書の到着が当協会にて確認できましたら、当協会より入会金・年会費のお振込み等その後のお手続きについてご連絡いたします。

全宅連が母体となり設立された（一社）全国賃貸不動産管理業協会（通称「全宅管理」）は、
「賃貸不動産管理業」を単に賃貸媒介の付随業務にとどまらない独立かつ主体的な業務で
あると捉え、健全な発展と確立を目指しています。

■ ご入会の手続き

■ 入会金 20,000円　年会費 24,000円（月額2,000円×12ヶ月分）

◀◀◀◀◀◀2020年度は入会金無料のチャンス!!▶▶▶▶▶
宅建協会に新規に入会された方

宅建協会新入会員応援プロジェクト！
新規開業して2020年度中に宅建協会に新規入会された
会員が、入会日から1年以内に本会に入会すると入会金無料

すでに宅建協会の会員の方

2020年度中に全宅管理会員からの紹介状と一緒に
入会申込書を提出すると入会金無料
2020年度中に全宅管理会員から
全宅管理サポーター制度！

★全5種プレゼント中！

－業務支援事業－

会報誌・メールマガジン
・オーナー通信 等による

情報提供

会員研修
インターネット・セミナー

弁護士による
電話法律相談

 250 種以上！
賃貸管理関係書式

ダウンロード

全宅管理
クラウド型

賃貸管理ソフト

「賃貸管理業賠償責任保険」
他にも募集提案、入居審査から退去時まで

実務で使えるサポート事業を
会員特別価格等でご用意しております。

「住まう」に、
寄りそう

－情報配信事業－ －知識啓発事業－ －その他の事業－

全宅管理 入会のご案内
「賃貸不動産管理業務マニュアル」

「賃貸不動産管理 標準化ガイドライン」

「間取りクラウド」（ 間取り図作成ソフト）

「ひな形Bank」（販売図面・チラシ等作成ソフト）

2021 年3月31日入会受付分まで

特典 1

特典 2

特典 3

特典 4

入会特典 ★全5種プレゼント中！
全宅管理 入会のご案内

「全宅管理フラッグ」
贈呈中！

「全宅管理フラッグ」
贈呈中！

さらに

全
「
あ

事業のご案内

業界最大の組織力！！
賃貸管理業を
強力にサポート！
賃貸管理業を
強力にサポート！

特集

（一社）大阪府宅地建物取引業協会

特特特特集集集集

トレンドコラム
「今考えたい。
不動産とESG・ESG投資」

　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！
　 必読     ！ 改正民法施行　要点ダイジェスト＜売買契約関係編＞

　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について

　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！
　 　 　 必読    必読    
　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について



ESGを意識することが企業の長期的な安定や成長に

新聞やニュースでよく見かけるようになったESG投資という
言葉。これは、「環境」「社会」「企業統治」に対する取り組みを
評価する投資方法です。今回は、日本でも広がりつつある
ESG投資ついて説明していきたいと思います。

新聞やニュースでよく見かけるようになったESG投資という新聞やニュースでよく見かけるようになったESG投資という

今考えたい。
不動産とESG・ESG投資

　ESGとは、「Environment（環境）」「Social（社会）」「Governance（企業統治）」の頭文字を取った言葉です。これからは
良好な財務状況を保つだけでなく、これら３つの観点を意識し、適切に対応することが企業の長期的な安定や成長につな
がると言われています。ESGの観点は株主の間でも広がってきており、“ESGを意識しない企業は将来性が低い”と評価
されてしまうことになりかねません。

ESGが広まった背景とは？

不動産業界も意識したいESGとその事例

　企業が短期的な売上高成長を無理に進めた結果、環境汚染・顧客とのトラブル・労働問題・不祥事などが発生し、致命的
なダメージになってしまうことも少なくありませんでした。その反省として、企業が持続的に成長していくためには、
非財務のESGにも目を向けるべきとの考えが普及していったのです。

ESGという観点が広まりつつある日本において、売上至上主義では、企業が高評価を受けることが難しく
なってきたようです。これからはESGをより意識した取り組みが重要なポイントになっていくでしょう。

　投資の際、財務情報だけで判断するのではなく、ESGを重視する方法がESG投資です。
ESG投資という言葉が使われるより前は、SRI（Socially Responsible Investment：社会的責任投資）という言葉がよく使
われていました。これは、CSR（Corporate Social Responsibility：社会的責任)を果たしているかどうかを考慮して投資
対象を選ぶことです。当時は倫理的な取り組みが有効な投資という理解が進まず、SRIでは大きなリターンが望めないと
いう見方が大勢でした。
　そのような中、企業経営においてsustainability （サステナビリティ：持続可能性)という概念が普及し、社会や環境を意
識した経営戦略は、企業利益や企業価値向上につながると言われるようになりました。こういった理解の変化から、ESG
投資はリスクが小さく将来性が期待できる投資と評価されています。

　国土交通省の調査では、ESG配慮で
 「不動産価値が高まる」という人が約8割という結果
　国土交通省が「不動産投資家・ビルオーナー」、「テ
ナント入居者」を対象に実施した、ESG（環境・社会・
企業統治）に配慮した不動産（ESG不動産）の評価に
ついてのアンケート調査によると、ESGに優れた不
動産の価値が高まる、または今後高まるという回答
は不動産投資家・ビルオーナーは84.7％、テナント入
居者は76.3％という結果となりました。
　また、ESG不動産への投資を行う理由で最も多
かったのが「入居者や入居企業がESGを重視して入
居 を 選 別 し て い る か ら」（35.5％・右 図 参 照）※１ と
なっています。
　ESGに配慮した不動産投資促進策として考えられ
る項目は、不動産投資家・ビルオーナー、テナント入
居者ともに、「ESG不動産が事業収支の改善や不動産
価値の向上につながることがわかる検証結果や好事
例等の情報開示」、「よりESGなどの要素を『見える化

（評価の透明性）』するような新たな認証制度の創設」
が上位に入る結果となりました。

※１ 不動産投資家・ビルオーナーのみ回答

●調査方法：郵送調査（調査票の郵送による送付・回収）
●調査対象：企業年金基金、厚生年金基金、Ｊリート・私募リート・私募

ファンド運用機関、金融機関、一般事業会社 合計 3,000 社
●回収結果：有効回答数 411 社（回答率 13.7％）
●調査期間：2018年 10 月１日～ 10 月 25 日
※ESG投資が世界的潮流となる中、国土交通省が実施した「ESG投資の

普及促進に向けた勉強会」の最終とりまとめ（2018年3月）で、不動産
鑑定評価への反映を含めたESG不動産投資の基盤整備の方向性が示さ
れた。 調査はこれを踏まえ実施。

ESGに配慮した不動産投資を行う理由

入居者等が
ESG不動産を重視し、
選別しているから
35.5％

その他
20.4% 

主要投資家が
ESG投資を重視し、
企業への投資を選別しているから
22.4% 

CSR等を考慮し、
責任投資を行うのが
世界の潮流だから
11.8% 

不動産投資市場における
ESGの評価が高まり、
不動産価値が上昇するから
9.9% 

・労働環境の改善
・地域貢献
・多様性への配慮　　など

・情報開示
・法令遵守
・公平で透明性のある
  統治体制　　　　など

・社会温暖化対策、
　CO₂削減への配慮
・環境汚染の回避
・環境ビジネスへ注力　など

（環境） （社会） （企業統治）

ESG投資が注目されるようになった理由

(n=152)

管理物件や所有物件へLED照
明や太陽光パネルを設置。省
エネルギーを通じたCO₂排出
削減へ尽力している。

男性社員向けに１カ月以上の
育休制度を導入。3歳未満の
子どもがいる社員が対象で、
最大４回に分けて取得可能。

多面的視野を確保するため、
企業経営者・学識専門家など
で構成される組織を設置し、
客観的な助言を受けている。

【事例】A社 【事例】B社 【事例】C社
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1-2 …  特集　トレンドコラム
3 …  information
4 …  祝　大阪府知事表彰を受賞されました
4 …  名探偵たくっち　～鏡うつし絵さがしの謎～

5-6 … 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください
7-9 … 必読 改正民法施行！

要点ダイジェスト（売買契約関係編）
10 … 苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理

集計表・本部相談受付件数

11 … 不動産流通関連サイトのお知らせ

12 … (取引士センター）講演録出版のご案内

13-14 … 業界の「いま」を知る　大阪宅建☆ハイライト

15-16 …  新型コロナウイルス感染症に係る各種
対応について

裏表紙 …「住まう」に、寄りそう。全宅管理入会のすすめ

   information

業務フォローアップ講習の中止について
　本年３月16日の開催を延期し、日程を調整しておりました
業務フォローアップ講習「民法改正による不動産取引実務への影響」について、
開催の目途が立たないことから、やむなく一旦中止とすることを決定しました。
　受講を予定されていた会員の皆さまには、ご迷惑をおかけして申し訳ございま
せん。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
　つきましては、開催日時点で受講をお申込みいただいた会員の皆さまへ、当日
配布予定としていた参考資料『民法改正に係る契約書改訂ポイントガイドブック』

（全宅連作成）を本部事務局より送付させていただきます。
　なお、本部事務局および支部に若干の在庫がございますので、ご来館いただけ
る方に先着順で、本ガイドブックをお配りいたします。
　ご希望の場合は、本部事務局　06-6941-8197までお問合せください。

開催日：３月16日（月）  中止

会　場：エルおおさか

業務フォローアップ講習
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プレゼント

名探偵たくっち

（一社）大阪府宅地建物取引業協会 「名探偵たくっち」係
ＦＡＸ：06-6809-4462　Eメール：info@osaka-takken.or.jp
2020年6月15日（月）到着分まで有効とし、商品の発送をもって
当選者の発表とさせていただきます。
ご記入いただいた個人情報は商品発送のために使用いたします。

正解者の中から抽選で５名様に、粗品をプレゼントします。クイズの解答・会社名・氏名・
郵便番号・住所・電話番号を明記のうえＦＡＸまたはＥメールで右記宛先までご応募ください。

〒

氏　　名

住　　所

電話番号

会　社　名

Eメールはこちら

懸賞
付き！

Vol.12

見本の絵を正面から鏡に映すと、どのように見えるでしょうか？
正しいものを①～③から選び、番号で答えてください。Q.

① ② ③ 見本

解答
Ａ
前回の答え

Ａ B C

ス ミ レ

5 月号

大阪府知事表彰を受賞されました

　令和２年５月３日（日）の憲法記念日に際して、各界の功労者

を讃える大阪府知事表彰受賞者が発表されました。

　大阪宅建協会からは荒木均氏（西支部）が受賞され、

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により式典は中止と

なりましたが、賞状等が送られました。

　宅地建物取引業者として長年にわたる業界の健全な発展と

地域社会に貢献した功績が認められたものです。

　　　　　ご受賞おめでとうございます！
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       【重要】会員の皆さまへ
　　  令和2年度 第1回 不動産業務研修会をご受講ください

この研修会は会員の更なる資質向上のために行う、大阪宅建協会研修規程に定められた
受講義務のある実務研修会です。

研 修 会 形 式  ：  Web研修　（Web動画配信による研修会）　【全体約112分】

 【研修の目的】      
相続を契機とした不動産取引は今後ますます増えて
くると思われます。今回は賃貸借契約、売買契約を
めぐる相続によるトラブルの対処方法と配偶者居住
権の創設などの民法改正について弁護士が解説し、
宅建業の実務に沿った事例をドラマ仕立てで説明い
たします。

①賃貸借契約の連帯保証人の相続人に対しては
 何が請求できるか（約7分）
②亡き父が死亡間際に売却した不動産の
 決済について（約8分）
③遺言と登記の関係、
 遺留分についての相続法改正（約10分）
④売主が登記名義人であれば、
 本当に心配いらない？（約12分）
⑤配偶者居住権について （約15分）

【研修の目的】     
令和２年度不動産に関する税制改正では、低未利用
土地の特別控除など、最新税制について解説いたし
ます。また、生産緑地の2022年問題への新たな動き
や配偶者居住権についての税法上の注目点などにつ
いて税理士が解説いたします。
 

①低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除の創設、
 配偶者居住権（約19分）
②国外中古建物の損益通算、事業用資産の買換え・
 特定資産の買換え特例（約13分）
③固定資産税、不動産取得税、印紙税、
 登録免許税（約13分）
④所有者不明土地等に係る課題、特定生産緑地、
 相続税、贈与税、仕入税額控除（約15分）

●動画視聴期間／令和２年６月15日（月）午前０時～７月17日（金）午後11時59分（※）
●受 講 方 法／大阪宅建協会Webサイト（https://www.osaka-takken.or.jp/）の会員ページより
　　　　　　　　Web研修サイトにログインして研修動画を視聴（確認テスト回答で受講完了）
●受 講 料／会員（正会員・準会員Ａ・準会員Ｂ・会員業者にお勤めの従業者）は無料

[ 主催 ] （一社）大阪府宅地建物取引業協会 
（公社）全国宅地建物取引業保証協会大阪本部

賃貸借契約・売買契約をめぐる
相続トラブル第１部　

令和２年度
不動産に関する税制改正
～どうする？これからの対応策～

第２部　

※研修動画を視聴しないと確認テストへ進めません。（初回視聴時は早送り不可）
　期間を過ぎますと自動的に期間外画面になり、確認テストに回答できなくなります。
※研修期間終了間際は回線が混み合う可能性があります。
※パソコン故障やインターネット回線不具合による受講ミスのないように、余裕をもって受講完了してください。
※平成30年４月から、宅建業法違反会員に対する処分を審議する際に、不動産業務研修会欠席者は、処分を

加重することとなりました。具体的には、過去３年間に60％以上の受講率がない場合に処分を加重します。

インターネット環境のない会員・会員以外 ： 研修動画上映会へ出席（確認テスト有）
右ページの「研修動画上映会申込書」を所属支部にFAXしてください。
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※ご所属の支部にFAXしてください。ご受講いただけない場合のみ、所属支部からご連絡します。

研修動画上映会申込書

受講理由に○をつけてください。　 受講日 ７月９日（木）

 所属支部

 商号または名称

 出席者

 （区　分）　    正会員   ・   準Ａ   ・   準Ｂ   ・   従業員

 TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

会員ページ用のユーザー名とパスワードが必要です。
(わからない場合は所属支部へお問合せください)

〔会員専用ページへ〕
①トップページ右上の“会員ページ”ボタンを押す。
②ユーザー名とパスワードを入力してOKボタンを押す。

 
 

〔Web研修サイトへ〕
①会員のページの“Web研修サイト”のボタンを押す。
②Web研修サイトでは、受講する人の選択が必要です。
　正会員、準会員A、準会員B、その他従業員の中で該当

するものを選択して“ログイン”ボタンを押してくださ
い。

　（研修受講者区分がわからない場合は、所属支部へお問
合せください）

理 由 〔 インターネット環境なし・パソコン等故障・業務上の都合・その他（   　　　　　　　　　）〕

研修動画上映会

Web研修受講方法

研修動画上映会

Web研修受講方法

日時：令和２年７月９日（木）
　　　　14：00 ～ 16：30　終了予定 （13：30 ～受付）
会場：大阪府宅建会館　２階会議室（大阪市中央区船越町２－２－１）
内容：①Web研修についての説明　　②研修動画上映　　③確認テストとアンケート記入
定員：100名
　　　※ご都合が合わない場合は本部までご相談ください。

大阪宅建協会Webサイト　https://www.osaka-takken.or.jp/
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必読    ！ 改正民法施行  要点ダイジェスト ＜Vol.2 売買契約関係編＞

　令和２年４月１日、改正民法が施行されました。
　同日以降に締結した賃貸借契約や売買契約に適用されます。
　４月号に引き続き、大阪宅建協会顧問弁護士　岩本洋氏（磯野・岩本・住原法律事務所）に、

「売買契約関係」の重要なポイントを解説いただきます。
 

 Vol.２ 売買契約関係編

　また、従前の瑕疵担保責任は、法定責任として
無過失責任とされていましたが、契約不適合責任
は、“契約に基づく債務不履行責任”と位置付けら
れています。
　契約不適合とは、「引き渡された目的物が種類、
品質又は数量に関して契約の内容に適合していな
い場合」をいいます。
　契約不適合か否かは、（取引通念も考慮した契約
をめぐる諸事情から認められる）契約の内容を踏ま
えて、“目的物が有するべき種類、品質を確定した
上で、引き渡された目的物が当該あるべき種類、
品質に適合しているか否か”についての規範的判断
に帰着します。

Ｃｈｅｃｋ！ 実務で注意しよう
　従前、隠れた瑕疵に当たると判断されるものは、
契約内容に織り込まれていない限り、契約不適合に
当たるでしょう。
　「隠れた」要件がなくなりました。“買主が知ってい
た”、あるいは“知りえた”ということが問題ではなく、

“契約に適合しているのか”、つまり、“契約に織り込
まれているか否か”が問題であり、買主が知っている、
という事情は、契約に織り込まれているか否かを判
断する一事情にとどまります。
　したがって、買主が知っているからといって契約
不適合責任を免れるとは限らないので、容認事項の
記載が重要となります。

ポイント その１　契約解除等

　契約解除について、債務不履行に対するペナル
ティーという考え方から、“無用となった契約から
解放される手段”という考え方に変わりました。
　これにより、解除の要件として、債務者の債務
不履行について債務者の帰責事由は不要となりま
した。
　ただ、些細な債務不履行があった時にも契約解
除を認めると法的安定を害しますので、債務不履
行が軽微なときは契約解除をすることはできませ
ん。

Ｃｈｅｃｋ！ 実務で注意しよう
　損害賠償請求については、解除とは異なり債務者
の帰責性が必要です。帰責性の有無は、契約や取引
上の社会通念に照らして判断されます。

ポイント その２　契約不適合責任

ア　用語の定義、法的性質など

　瑕疵担保責任が「契約不適合責任」に変わりまし
た。
 従前の「瑕疵」という言葉は、本来“きず”という意
味ですが、判例では契約の趣旨等をふまえて「瑕疵」
に当たるか否かを判断するため、本来の言葉の意
味と法律上の意味とがかみ合っていませんでした。
　そこで、契約の趣旨をふまえて判断するという
ことを明確にするため、「契約不適合」という言葉
に変わりました。

契約不適合責任



8

5 月号
2020

　また、契約書に記載された事柄のみならず、売主
の告知書、物件状況報告書のほか広告、パンフレッ
ト等の記載、買主からの質問に対する回答内容など
も判断材料となり得ますので、これらの対応時にも
不用意な回答をしないなど、慎重な対応が必要です。

イ　効果

　契約不適合責任に変わったことで、責任追及の
メニューが整備されました。
　追完請求権（修補請求権）・代金減額請求権・解
除権・損害賠償請求権です。

追完請求権（修補請求権）

　買主には、契約内容に合致した物件を引き渡すよ
う求める権利があるので、追完（修補）請求権があり
ます。どのように修補するのかについて、例えば、
土壌汚染が判明した場合には、封じ込めなのか場外
搬出なのかでは費用が大きく異なるので、事前に合
意をしておくのがよいと思われます。

代金減額請求権 / 解除権

　買主が追完の催告をしたにもかかわらず、売主が
追完しない場合には、契約を解除するか、あるいは
代金減額を請求できます。
　解除は従前の瑕疵担保責任に基づくものとは異な
り、契約不適合が契約目的不達成に至らなくても解
除できます。ただし、上述のとおり、軽微な場合は
解除できません。
　代金減額は、不適合部分に限定して契約を解除す
る“一部解除”と理解されています。
　この解除または代金減額は債務不履行に基づく（一
部）解除ですから、上述のとおり、債務者（売主）の帰
責性は不要です。
　なお、代金減額請求をすれば、不履行がなくな
るので損害賠償請求や全部解除はできなくなりま
す。

　また、契約不適合が買主の責任に基づく場合には、
買主は解除、代金減額請求ともできません。

損害賠償請求権

　買主は、損害賠償請求もできますが、債務不履行
責任に基づくものですから、売主に帰責性がある場
合に限られます。
　損害賠償の範囲は、信頼利益のみならず、履行利
益も含まれます。履行利益の典型例は転売利益です。

Ｃｈｅｃｋ！ 実務で注意しよう
　契約不適合責任も、決済をしなかった場合と同じ
く「債務不履行責任」ですが、要件や効果等が異なる
ため、大阪宅建版の契約書式のひな形では、決済を
しない場合の条項を適用せず、契約不適合の場合の
条項を別途設けて、これを適用することとしていま
す。

ウ　権利行使期間

　買主は、契約不適合を知ってから、１年以内に
通知しなければなりません。
　もっとも、瑕疵担保責任の請求の際に求められ
ていたような「具体的な不適合の内容、それに基づ
く損害賠償請求をする意思表明、請求する金額の
根拠等」を示す必要はありません。
　補修見積に時間がかかり、具体的な請求金額が
不明な段階でも、不適合の事実さえ知らせれば「通
知」したことになります。これにより保存された権
利は５年で時効消滅します。

エ　免責特約の可否

　売主が宅建業者ではない場合は、免責特約をす
ることは可能であるが、不適合の事実を知って告
げなかった場合には免責されません。
　売主が宅建業者で、買主が非宅建業者である場
合には、特約で不適合の通知期間を引渡し日から
２年未満にすることは禁止されています（従前の宅
建業法40条の規定と同じ規律）。
　売主が事業者、買主が消費者の場合には、消費
者契約法に反して無効となります。
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オ　実務上の対応

　免責特約については、どのような文言であれば、
免責を得られるのかについて、判例の集積を待つ
必要があります。
　漠然とした免責条項では、不適合の内容によっ
ては、免責特約の対象外とされるおそれがありま
す。取引対象となる物件の特性を可能な限り容認
事項として記載し、契約内容に織り込む必要があ
ります。業者が売主の場合も、容認事項として契
約内容に織り込むことで、「契約不適合」ではない
とすることができます。

Ｃｈｅｃｋ！ 実務で注意しよう
　契約不適合責任について、代金減額請求という新
たな責任追及メニューが設けられるなど、従前と異
なる形での責任追及が可能となりました。
　しかし、民法の規定は、あくまで任意規定であり、
特に新しい制度である代金減額請求については、裁
判実務上もどのように取り扱われるか不明な点があ
ります。

大阪宅建では、民法改正に対応した「売
買契約書式」「賃貸借契約書式」「その他契
約関連書式」を１００種類以上ご提供して
います。
大切なお客様と会員の皆さん自身をまも
るためにも、
重要事項説明書・契約書式は
最新の書式をダウンロード
してほしいっち♪　 ※要ログイン

たくっちからひとこと

　そこで、全宅連版・大阪宅建版の一般売主用契約
書式ひな形では、代金減額請求を記載せず、契約の
解除も契約目的不達成の場合に限定するなど、従前
の実務にできるだけ沿う形で策定されています。
　売主が宅建業者の場合には、上記のとおり、宅建
業法40条の制限がありますので、民法の規定に従っ
て代金減額請求に関する規定を設けたひな形が策定
されています。

ポイント その３　危険負担

　危険負担の債権者主義（引渡しを受ける前に、天
災等で物件が滅失したときでも、買主は代金を支
払わなければならない）の規定が削除され、債務者
主義（買主は代金を支払わなくてもよい。支払いを
拒める）に変更されました。

Ｃｈｅｃｋ！ 実務で注意しよう
　もっとも実務上は、契約書に“引渡により危険が移
転する”旨の条項を入れている場合がほとんどなので
影響はありません。
　また、支払いを拒めるだけでは支払債務自体は残
ってしまいますが、契約を解除して支払債務を消滅
させることができるので、この点も問題はありません。

されました。
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   苦情申出処理報告書・苦情解決申出処理集計表・本部相談受付件数

令和元年度(平成31年度）　苦情解決申出処理等に関する内訳 中央本部へ弁済移管済み案件の内
当年度　中央本部　審査結果分

①
前
月
末
未
解
決 

　
件
数

②
当
月
苦
情
解
決      

　
申
出
受
付
件
数

申出内容 ③
当
月
処
理
件
数

処理結果 当
月
中
央
本
部

審
査
件
数

審査結果
支
払
済
金
員
の

返
還
請
求
に
関

す
る
苦
情

会
員
に
対
す
る

支
払･

減
額
請
求

に
関
す
る
苦
情

損
害
賠
償
に

関
す
る
苦
情

物
件
に

関
す
る
苦
情

会
員
か
ら
の

支
払
請
求
に

関
す
る
苦
情

そ
の
他

解
決

弁
済
移
管

弁
済
枠
無

撤
回

認
証
拒
否

認
証

認
証
金
額

4月 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5,830,000
5月 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 6 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7月 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,630,000
8月 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9月 9 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0
10月 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 8 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
12月 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月 9 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2月 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3月 8 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
計 14 8 1 3 2 0 0 10 2 3 0 5 3 1 2 7,460,000

※①＋②－③＝翌月①　※中央本部の審査件数は前年度以前に認証申出されたものを含む。

苦情申出処理　および　中央本部審査結果　報告書 苦情弁済委員会 　   令和２年３月31日現在

苦情解決申出処理案件内容集計表 令和２年３月31日現在

　項　　　　　目 内　　　　　　容 件　数 小　計

①支払済金員の
　返還請求に関する
　苦情

1　会員の履行遅滞、契約不履行、不完全履行  
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限を起因とする契約解除   
3　ローン不成立に関する契約解除
4　クーリング・オフによる解除
5　契約不成立、合意解除     
6　過払い金の返還請求
7　その他

6
0
0
0
0
0
0

6

②会員に対する
　支払・減額請求
　に関する苦情

1　売買代金・預り金等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行
2　瑕疵、数量、構造等による問題
3　その他

0
0
0

0

③損害賠償に
　関する苦情

1　契約解除に伴う手付倍返し、違約金等に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造に関する問題
3　会員の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に基づく損害賠償請求
4　抵当権抹消費用の支払請求
5　その他 

1
0
1
0
0

2

④物件に関する
　苦情

1　引渡等の履行遅滞、不完全履行、契約不履行に関する問題
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限、数量、構造、施設に関する問題
3　抵当権の抹消請求 
4　その他 

0
2
0
0

2

⑤会員からの
　支払請求に
　関する苦情

1　解約による違約金・損害賠償等の請求に関する問題 
2　瑕疵、法令上の制限・権利関係の制限に関する問題 
3　手数料に関する問題
4　諸費用に関する問題
5　その他 

0
0
0
0
0

0

⑥その他 １　その他 0 0
合　　　　　　　　　　計 　　10

相
談
内
容
　
　

　　   
　

①
業
者
に
関
す
る

　
相
談

②
契
約
に
関
す
る

　
相
談

③
物
件
に
関
す
る

　
相
談

④
報
酬
に
関
す
る

　
相
談

⑤
借
地
借
家
に

　
関
す
る
相
談

⑥
手
付
金
に
関
す
る

　
相
談

⑦
税
金
に
関
す
る

　
相
談

⑧
ロ
ー
ン
等
に

　
関
す
る
相
談

⑨
登
記
に
関
す
る

　
相
談

⑩
業
法
・
民
法
に

　
関
す
る
相
談

⑪
建
築（
建
基
法
含
）

　
に
関
す
る
相
談

⑫
価
格
等
に
関
す
る

　
相
談

⑬
国
土
法
・
都
計
法

　
等
に
関
す
る
相
談

⑭
そ
の
他 計

４月 0 （0） 57 （5） 4 （0） 8 （4） 63（13） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 0 （0） 87（75） 1 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 221 （97）

５月 1 （0） 50 （5） 9 （1） 10 （4） 56（10） 1 （1） 5 （4） 1 （0） 1 （0） 83（65） 3 （1） 3 （0） 0 （0） 3 （1） 226 （92）

６月 0 （0） 37 （3） 12 （2） 11 （6） 58 （9） 2 （1） 4 （4） 1 （0） 2 （0） 114（92） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 243（118）

７月 1 （0） 55 （8） 3 （1） 12 （5） 62（10） 2 （2） 4 （2） 2 （0） 1 （0） 101（88） 5 （2） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 248（118）

８月 0 （0） 28 （2） 1 （0） 9 （5） 35 （4） 3 （3） 3 （3） 0 （0） 0 （0） 82（66） 2 （0） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 163 （83）

９月 0 （0） 47 （4） 6 （0） 10 （5） 57（12） 2 （2） 6 （5） 2 （0） 0 （0） 93（83） 4 （1） 3 （0） 0 （0） 2 （1） 232（113）

10月 0 （0） 36 （1） 11 （1） 11 （7） 72 （9） 2 （1） 5 （4） 3 （0） 2 （0） 115（95） 4 （0） 1 （0） 0 （0） 3 （2） 265（120）

11月 1 （0） 49 （4） 7 （0） 11 （6） 66（10） 3 （3） 1 （1） 3 （1） 2 （0） 101（83） 7 （2） 0 （0） 0 （0） 1 （0） 252（110）

12月 1 （0） 27 （4） 5 （0） 2 （1） 43 （6） 1 （1） 2 （2） 0 （0） 2 （1） 51（45） 1 （1） 1 （0） 0 （0） 1 （1） 137 （62）

１月 3 （0） 36 （3） 8 （1） 9 （4） 44 （8） 0 （0） 0 （0） 0 （0） 3 （0） 66（52） 1 （1） 0 （0） 0 （0） 2 （1） 172 （70）

２月 1 （0） 41 （3） 9 （1） 11 （9） 55 （5） 3 （2） 3 （2） 0 （0） 0 （0） 129（113） 4 （1） 0 （0） 0 （0） 1 （1） 257（137）

３月 3 （1） 45 （7） 12 （0） 10 （5） 64 （5） 1 （1） 4 （3） 3 （0） 0 （0） 164（151） 3 （2） 2 （0） 0 （0） 4 （0） 315（175）

計 11 （1） 508（49） 87 （7） 114（61） 675（101） 20（17） 37（30） 16 （1） 13 （1） 1186（1008） 36（12） 10 （0） 0 （0） 18 （7） 2,731 （1295）

割合（％） 0.4 0.1 18.6 3.8 3.2 0.5 4.2 4.7 24.7 7.8 0.7 1.3 1.4 2.3 0.6 0.1 0.5 0.1 43.4 77.8 1.3 0.9 0.4 0 0 0 0.7 0.5 100 47.4 

宅建業者相談件数1,295件（2,731件の内　47.4％）

令和元年度　本部相談受付件数 （　　）内は会員からの問合せ件数　　相談所運営委員会　　　令和２年３月31日現在
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「Web版価格査定マニュアル」の利用について

   不動産流通関連サイトのお知らせ

　公益財団法人不動産流通推進センターにおいて発刊している「価格査定マニュアル」について、お知ら
せいたします。
　「価格査定マニュアル」はWeb上で提供され、売却希望者に提示する“売却価格提案書”や“査定結果（計
算方法）”を、Excelで簡単に出力することができるシステムです。
　大阪宅建協会のWebサイトより利用登録された会員の皆さまには、１年間無料でご利用いただいてお
りますが、好評につき、大阪宅建協会と公益財団法人不動産流通推進センターの間で一括利用契約を更
新いたしましたので、2021年３月末までの新規利用登録並びに利用延長手続き完了より引き続き１年間
無料でご利用いただけます。

＜＜重要＞＞
新規及び延長の手続きについては、いずれも大阪宅建Webの会員専用ページ内にある
バナーから同システムへログインし作業を行っていただく必要がございます。
公益財団法人不動産流通推進センターや全宅連サイト等、大阪宅建協会のWebサイト
以外から手続きされた場合は、上記無料利用は適用されませんのでご注意ください。
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   業界の「いま」を知る！ 大阪宅建 ☆ ハイライト

　令和２年４月20日（月）～ 24日（金）において、各地で支部総会が開催されました。
　令和２年 ︲ ３年の支部長は、以下の皆さまです。

　本年の支部総会は当初の予定を大幅に変更し、各支部および会員の皆さまの多大なるご協力のもと、会場規模
を縮小・開催時間を短縮する等、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して対応いただきました。

令和２年 支部総会を開催

中尾俊介支部長
（新大阪支部）

難波啓祐支部長
（北支部）

光山嘉一支部長
（中央支部）

荒木均支部長
 （西支部）

高原健支部長
（なにわ南支部）

倉田薫支部長
（なにわ京阪支部）

塔本吉成支部長
（なにわ東支部）

竹田和功支部長
（なにわ阪南支部）

濵西孝士支部長
（北摂支部）

河内敬雄支部長
（北大阪支部）

河瀬毅支部長
（京阪河内支部）

北井孝彦支部長
（東大阪八尾支部）

東門幸一支部長
（南大阪支部）

山田高秋支部長
（堺市支部）

辻房克支部長
（泉州支部）
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新入会員（2020年３月度）　
支　部 商　号 氏　名 事務所所在地 電話番号 免許番号

新大阪
㈱山大企画 中 島　 真 一 淀川区西中島4-4-16　 06-6195-7559 ①61698
柏栄建物㈱ 岩 﨑　 淑 夫 淀川区西中島4-6-16 06-6885-0075 ①61668

北

ダイリンエステート 松 谷　 亮 輔 西淀川区姫島3-4-34-213 06-6556-9381 ①61637
㈱ＡＥＳ 長 﨑　 英 一 都島区高倉町1-14-25 06-6484-7508 ①61582
㈱K.トニック 琴 寄　 祐 司 北区梅田1-1-3-25F 06-6344-1029 ①61683
(一社)住まいのなんでも相談所 山 口　 正 史 北区中津1-2-21 0120-966-674 ①61628

中央

日本橋ホーム㈱ 青 木　 幸 之 助 中央区高津2-8-19 06-6211-2481 ①61623
㈱承旭 焦 　 旭 中央区南本町1-4-6 06-6563-7697 ①61632
ＦＲエステート㈱ 森 　 寛 充 中央区南船場2-10-21　日宝サンキュービル4F-10 06-6253-3800 ①61675
㈱you net光 渡 辺 　 光 中央区南船場4-3-10　ＴＭＭビル8F 06-4256-1787 ①61684
㈱ＫＢグローバル 陳 　 琦 文 中央区南船場3-1-7　日宝東心斎橋ビル203 06-4256-1380 ①61700

西
㈱IAO都市施設研究所 阪 井　 惠 一 西区西本町1-4-1　オリックスビル5F 06-6532-8900 ①61640
㈱エスペランス 小 林　 裕 子 西区北堀江1-3-17-703 06-6531-3633 ①61626

なにわ南 家楽リアルティ㈱ 河 路　 雅 己 住吉区我孫子1-5-25　アーバンハイツ1F 06-6698-6700 ①61680
なにわ京阪 ㈱エクセル 川 畑　 貴 志 守口市大宮通4-5-5 06-6998-2255 ①61673
なにわ東 ㈱ネクサス 箕 形　 利 之 天王寺区生玉町9-16 06-6774-3355 ①61678

なにわ阪南
㈱粋ヨウ 三 田　 陽 見 阿倍野区北畠1-23-17 06-6627-8082 ①61488
アールイーホーム 荒 巻　 敦 史 平野区平野南2-7-7 06-6769-0525 ①61701
㈱ポイント 横 山 　 良 東住吉区鷹合2-1-25-208A 06-6115-8962 ①61642

北摂 ㈱ルクス　 甲 斐　 美 之 箕面市瀬川4-20-16 072-200-2960 ①61702

北大阪

(同)インベスト 安 田　 純 二 吹田市山手町2-7-7　ドミニオン豊津Ⅱ205 06-4798-5738 ①61644
千商ハウス㈱ 西 川　 雄 治 茨木市耳原3-1-40 072-640-6100 ①61672
アジャルライフ不動産 西 野 　 肇 茨木市大字佐保1403-2 072-649-5180 ①61664
㈱オールラウンダー 濱 﨑　 泰 明 茨木市永代町4-111　ソシオⅡ 072-648-5675 ①61691
Homey　Life㈱ 松 本　 保 純 高槻市上土室3-15-104-504 050-5370-1041 ①61696

京阪河内 ティー・リレーション 根 津　 智 全 寝屋川市松屋町18-18-212 090-6962-1114 ①61690
東大阪八尾 ㈱ミーツ不動産 峰 松　 信 嘉 東大阪市荒川3-24-25 06-6724-3322 ①61665

南大阪 ㈱神建設 神 田 　 瞳 松原市岡6-2-1　キャナルコート神田4F 072-337-4444 ①61600

堺市
㈱ＳＥＡＳＫＴＲＵＳＴ 北 山　 省 三 堺市東区高松387-8 072-370-6182 ①61688
㈱シード 萩 原　 香 織 堺市北区南花田町111-14 090-5456-5676 ①61666
日本フィナンシャルマネジメント㈱ 坂 本　　 勝 堺市堺区市之町東5-2-14 072-225-0909 ①61727

泉州 ㈱プラス 南 　 清 孝 岸和田市紙屋町10-10 072-447-6654 ①61719

2020年３月末現在の会員数は  正会員　8,061名   準A　 673名   準B 　4,948名
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　ハトマークグループの（一財）ハトマーク支援機構では、新型コロナウイルス感染拡大に係る各省庁の
支援策の情報をWebサイトにて公開、随時更新されています。

　　　　　　  ハトマーク支援機構　＜新型コロナウイルス感染症に関連する各省庁の支援策まとめ＞
　　　　　　　　https://www.hatomark.or.jp/topics/3095
　
　同ページでは、会員企業が自社で受けられる支援策や入居者の方やテナントから賃料支払いについて
相談があった場合にご案内できる支援策などの情報がまとめられています。
　ここでは、事業者向け支援情報を中心に、各種支援策の一部をご紹介いたします。
　なお、各支援制度の内容は更新されている可能性がありますので、詳細については各制度のお問合せ
先へご確認ください。

各省庁の支援策のまとめ
■ 事業者向け支援情報（一部紹介） ※ 5月14日現在の情報です。
≪ 記号の見方：［オ］オーナー向け／［テ］テナント向け／［自］自社で利用 ≫

【総合案内】　［テ］［自］
・中小企業への支援策一覧パンフレット（経済産業省）
　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
　→中小企業への支援策を網羅的に確認することができます。

・中小企業向け補助金・支援サイト「ミラサポplus」（経済産業省・中小企業庁）
　https://mirasapo-plus.go.jp/
　→中小企業向けの補助金や支援事業者を検索できます。

・テレワーク総合ポータルサイト（厚生労働省）
　https://telework.mhlw.go.jp/
　→テレワーク導入を検討の場合はまずこちらのWebサイトへ。

【給付・助成】
・持続化給付金（経済産業省・中小企業庁）［テ］［自］
　https://www.jizokuka-kyufu.jp/
　→売上が前年同月比50％以上減少している事業者への給付（法人200万円以内、
　　個人事業者100万円以内）。テナント家賃支払いに充てることが可能。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・雇用調整助成金（厚生労働省）［テ］［自］
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
　→事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の休業などで雇用の維持を
　　図った場合に賃金等一部助成が受けられる。
　→特例措置のさらなる拡充が行われる予定。

新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について

各
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【貸付・融資】
・資金繰り支援内容一覧表（経済産業省）［オ］［テ］［自］
　https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
　→融資枠の拡大や金利の引き下げ、利子補給など、新型コロナウイルス感染症の影響で
　　業況が悪化した事業者に対する資金繰り支援。
　　
・政府系金融機関による資金相談（経済産業省）［オ］［テ］［自］
　https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html
　→日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会による資金相談。

【猶予・減免・免除】
・納税の猶予（国税）［オ］［テ］［自］
　https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
　→全ての事業者に無担保かつ延滞税なしで１年間の納税猶予。全ての税が対象。
　
・固定資産税、都市計画税の減免［オ］［テ］［自］※ 資料P.2
　https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf
　→２～10月までの任意の３ヶ月間の売上高が対前年比減少の場合減免。
　　（30％以上50％未満減→1/2、50％以上減→全額）。
　　オーナーがテナントの賃料減免や猶予した場合も収入減少として扱われる。
　　
・テナントの賃料を減免した場合の支援策（国税庁）［オ］※ 資料P.5
　https://www.hatomark.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/ae5d2f4803a278e8f270bf24d9bd4983.pdf
　→賃料を減額した分の損害の額は税法上の損金として計上が可能。

■ 一般の方向け支援情報（一部紹介） ※ 5月14日現在の情報です。

【総合案内】
・生活を支えるための支援のご案内（厚生労働省）
　https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
　→一般の方が利用できる制度全般を網羅的に紹介した資料です。

業務に役立つ「大阪宅建サービスパンフレット」もご参照ください。
https://www.osaka-takken.or.jp/download/documents/pdf/大阪宅建サービスパンフレット.pdf

一般の方向けにも多く
の「給付」「融資」「猶予」
等の支援策が掲載され
ているっち

詳しくはWebを
チェックっち

まだある
！

会員の皆さまの業務のおこまりごとには！
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K I N K I  I D E N T I F I C A T I O N  S E R V I C E

2020年春。
大幅な商品リニューアルで新生活を応援します!!

改正民法対応

#保証内容がさらに充実
保証限度額がUP !

保証範囲がさらに拡大
ご契約者様の宅内死亡・行方不明時も

実費負担額に応じて40万円を上限に保証

業界トップクラスの商品ラインナップで、
お客様ごとに自由にコースを選択できます

「ココをもっと手厚くしたい」など、ご要望に
合わせて保証プランをカスタマイズします

#〝もしも…〟の時にも安心

#選べる豊富ラインナップ！ #カスタマイズでピッタリ！

プレミアム24プレミアム24

家賃債務保証業 登録番号 国土交通大臣 （1） 3号

〒650-0012　兵庫県神戸市中央区北長狭通４丁目４番18号　富士信ビル３階

0120-60-7755
http://www.kinkihosho.com/
〈ホームページ〉

〈お問い合わせ〉

〈平　日〉10：00～19：00
〈土日祝〉10：00～18：00

検 索検 索検 索検 索検 索検 索検 索検 索近畿保証サービス

16年目の実績と安心
業界トップクラスのノウハウと実績があります。

約8,000社の代理店！
近畿・名古屋市内を中心にエリアトップクラスの

代理店様にご利用いただいています。

３営業日後の代位弁済と、
最短30分の審査スピード
業界トップクラスのスピードの代位弁済と

審査回答を実現しています。

いいね！１ いいね！２

いいね！３ いいね！４

（株）大阪宅建サポートセンター（株）大阪宅建サポートセンター
提携事業
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TEL 06-6360-7202   FAX 06-6948-8881   E-MAIL kansai@jon.co.jp
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1－9　大和地所南森町ビル 4F-3C

▶初期登録費用　30,000 円（税別）を半額の 15,000 円（税別）に
▶月額利用料金を利用期間内 10％引きにてご提供させていただきます！

お問い合わせは、お電話・メール・別添チラシのアンケート用紙より承ります！

検索JON シカクマップ不動産情報サービス・登記情報コンサルティングのプロフェッショナル

株式会社 JON

例）守口市 22,000 円（税別）/ 月から

2,200 円引き！！

宅建協会 会員様限定 特別価格

会員様限定　割引サービスのご案内⇩

相続や差押などの仕入れの情報から、売買などのマーケティング情報まで
営業エリアの不動産の動きを完全把握‼

不動産インデックス不動産インデックス

2020 年 6 月まで会員様限定で現在地番地図の閲覧が
※2020 年中旬ごろまではバージョンアップにともない月額サービスに移行しますが、ご契約者の方には
事前に告知させていただきます。詳しい料金体系等に関しましてはお手数ですがお問い合わせください。

※ 無料‼無料‼

用途、登記年月、登記目的で
絞り込みができ、ご契約期間中は
検索し放題！！

閲覧
イメージ

登記情報がわかる登記情報がわかる

航空写真への切り替えも可能航空写真への切り替えも可能

地番地図がみれる地番地図がみれる

路線価がわかる路線価がわかる

地図上をクリックすると地番地図が表示
らくらくワンストップ

お客様はインターネット環境のある
パソコンを準備し、サービスにログインするだけ！
使い方はとてもシンプル。ワンクリック操作で
「地番地図」「路線価図」「登記情報」を取得できます。

住所検索から
情報取得が可能

住所や地番が分からない物件でも、
地図上で場所が分かればすべての情報を取得できます。

いつでも・どこでも・
何度でも

インターネット環境があれば、24時間
どこでも利用可能！
一度取得した情報は、何度でも見られます。
※登記情報請求は平日の午前8時30分から～午後8時30分のみとなります。

おすすめポイント！

GoogleMap から地番地図が見れる、謄本が見れる！？

配信開始‼
package_of_GIS_solutions_in_the_cloud... provided by
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一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会   〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-6-3　全宅連会館 
TEL:03-3865-7031　FAX :03-5821-7330   HP:http://www.chinkan.jp/   e-mail:zentakukanri@bz01.plala.or.jp  

        

１）裏面の入会申込書に必要事項を記入いただき､協会宛に郵送またはファックス（FAX：03-5821-7330）にてご送付ください。
２）入会申込書の到着が当協会にて確認できましたら、当協会より入会金・年会費のお振込み等その後のお手続きについてご連絡いたします。

全宅連が母体となり設立された（一社）全国賃貸不動産管理業協会（通称「全宅管理」）は、
「賃貸不動産管理業」を単に賃貸媒介の付随業務にとどまらない独立かつ主体的な業務で
あると捉え、健全な発展と確立を目指しています。

■ ご入会の手続き

■ 入会金 20,000円　年会費 24,000円（月額2,000円×12ヶ月分）

◀◀◀◀◀◀2020年度は入会金無料のチャンス!!▶▶▶▶▶
宅建協会に新規に入会された方

宅建協会新入会員応援プロジェクト！
新規開業して2020年度中に宅建協会に新規入会された
会員が、入会日から1年以内に本会に入会すると入会金無料

すでに宅建協会の会員の方

2020年度中に全宅管理会員からの紹介状と一緒に
入会申込書を提出すると入会金無料
2020年度中に全宅管理会員から
全宅管理サポーター制度！

★全5種プレゼント中！

－業務支援事業－

会報誌・メールマガジン
・オーナー通信 等による

情報提供

会員研修
インターネット・セミナー

弁護士による
電話法律相談

 250 種以上！
賃貸管理関係書式

ダウンロード

全宅管理
クラウド型

賃貸管理ソフト

「賃貸管理業賠償責任保険」
他にも募集提案、入居審査から退去時まで

実務で使えるサポート事業を
会員特別価格等でご用意しております。

「住まう」に、
寄りそう

－情報配信事業－ －知識啓発事業－ －その他の事業－

全宅管理 入会のご案内
「賃貸不動産管理業務マニュアル」

「賃貸不動産管理 標準化ガイドライン」

「間取りクラウド」（ 間取り図作成ソフト）

「ひな形Bank」（販売図面・チラシ等作成ソフト）

2021 年3月31日入会受付分まで

特典 1

特典 2

特典 3

特典 4

入会特典 ★全5種プレゼント中！
全宅管理 入会のご案内

「全宅管理フラッグ」
贈呈中！

「全宅管理フラッグ」
贈呈中！

さらに

全
「
あ

事業のご案内

業界最大の組織力！！
賃貸管理業を
強力にサポート！
賃貸管理業を
強力にサポート！

特集

トレンドコラム
「今考えたい。
不動産とESG・ESG投資」

　 令和２年度不動産業務研修会をご受講ください！
　 必読     ！ 改正民法施行　要点ダイジェスト＜売買契約関係編＞

　 新型コロナウイルス感染症に係る各種対応について


